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資料１－１ 

よしむら ま ゆ み



資料１－２ 

京都府環境影響評価専門委員会規則 

 

公布 平成10年12月25日規則第40号 

改正 平成17年４月１日規則第25号 

改正 平成20年４月１日規則第21号 

改正 平成27年４月１日規則第41号 

改正 平成31年４月１日規則第23号 

改正 令和５年４月１日規則第21号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、京都府環境影響評価条例（平成10年京都府条例第17号）第40条第９項の規定

により、京都府環境影響評価専門委員会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 

（委員長） 

第２条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職

務を代理する。 

 

（会議） 

第３条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 専門委員会は、委員及び臨時委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 専門委員会の議事は、出席の委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

 

（部会） 

第４条 専門委員会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

３ 前２条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「専門委員会」と

あるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

 

（庶務） 

第５条 専門委員会の庶務は、総合政策環境部において処理する。 

 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員



会に諮って定める。 

 

附 則（抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年規則第25号）（抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年規則第21号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年規則第41号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年規則第23号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年規則第21号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 



資料２

京都府環境影響評価専門委員会の公開の取扱いについて

１ 京都府環境影響評価専門委員会（部会を含む。以下「専門委員会」という。）の

会議は原則として公開とする。

ただし、京都府情報公開条例第６条各号のいずれかに該当する情報について審議

等を行う場合には、予め専門委員会の委員長（部会にあっては部会長。以下同じ。）

が専門委員会に諮って非公開とすることができる。

２ 会議の傍聴を認める者の定員は、原則10名以上とし、あらかじめ会議ごとに委員

長が定めるものとする。

また、記者席の設置に努めるものとする。

３ 京都府が別に定める「審議会等の会議の公開に関する指針」（平成14年９月17日。

以下「指針」という。）の「６ 公開の方法」に定める傍聴に係る手続等は、別添

「傍聴要領」のとおりとする。

４ その他委員会の会議の公開に関し必要な事項は、指針によるものとする。

附 則

この要領は、平成14年10月16日から施行する。



附属機関及び懇談会等の会議の公開に関する指針

１ 目的

この指針は、附属機関及び懇談会等の会議の公開に関し必要な事項を定めることにより、

府政の透明性の一層の向上を図り、もって開かれた府政を推進することを目的とする。

２ 対象とする会議

この指針の対象とする会議は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項

の規定により設置された附属機関（以下「附属機関」という。）及び有識者の意見を聴く

懇談会等（以下「懇談会等」という。）の会議とする。

３ 会議の公開の基準

会議は、京都府情報公開条例（平成13年京都府条例第１号）第６条各号のいずれかに該

当する情報について審議、意見聴取等を行う場合を除き、原則、公開するものとする。

４ 公開又は非公開の決定等

(1) 会議の公開又は非公開は、３の会議の公開の基準に基づき、附属機関にあっては当該

附属機関が、懇談会等にあっては知事が決定するものとする。

(2) 附属機関又は知事は、会議を非公開とした場合には、その理由を京都府のホームペー

ジへの掲載や府民総合案内・相談センター及び府政情報コーナー（以下「センター等」

という。）における閲覧などにより、明らかにするものとする。

５ 会議開催の周知

附属機関又は知事は、会議を公開するに当たっては、原則として当該会議の開催日の１

週間前までに、会議の概要を京都府のホームページに掲載するほか、当該概要を記載した

書面をセンター等において閲覧に供すること等により、府民に周知するよう努めなければ

ならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

６ 公開の方法

(1) 附属機関又は知事は、会議を公開するときは、会場に傍聴席を設けるものとする。

(2) 附属機関又は知事は、会議の傍聴を認める者の定員をあらかじめ定めるとともに、会

議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る手続等を定めるものとする。

７ 審議、意見聴取等の要旨の公開

(1) 附属機関又は知事は、公開した会議の審議、意見聴取等の要旨を閲覧に供するよう努

めるものとする。

(2) 附属機関又は知事は、会議を非公開とした場合であっても、京都府情報公開条例第６

条各号に掲げる情報に該当するものを除き、当該会議の審議、意見聴取等の要旨を(1)

に準じて閲覧に供するよう努めるものとする。

８ 施行期日

この指針は、平成２４年１２月５日から施行する。



傍 聴 要 領

平 成 1 4 年 1 0 月 1 6 日 制 定

京都府環境影響評価専門委員会

１ 京都府環境影響評価専門委員会の開催の周知について

（１）京都府環境影響評価専門委員会（部会を含む。以下「専門委員会」という。）

の開催は、原則として会議開催日の一週間前までに、会議の概要を京都府のホー

ムページに掲載するほか、当該概要を記載した書面を府政情報センターにおいて

閲覧に供する等により周知するものとします。ただし、会議を緊急に開催する必

要が生じたときは、可能な限り速やかに周知するものとします。

（２）会議開催の周知に当たっては、開催日時及び場所、議題、公開・非公開の別、

傍聴手続等を明記します。

２ 傍聴する場合の手続

（１）傍聴の受付は、会議の開会予定時刻の30分前から10分前までの間に行います。

傍聴希望者は会場受付で申し出てください。

（２）希望者が定員を超える場合には、抽選により傍聴者を決定します。

（３）傍聴を認める方には傍聴証（別記様式）を渡しますので着用の上、会議の開会

予定時刻までに、事務局の指示に従って入室し、所定の席に着席してください。

３ 傍聴にあたって守るべき事項

傍聴者は、会議を傍聴するにあたり、次の事項を守ってください。

（１）会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対

の意向等を表明しないこと。

（２）のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用

すると認められるものの携帯又は着用をしないこと。

（３）談話をし、又は騒ぎ立てる等、会議の妨害となるような行為をしないこと。

（４）会場において飲食又は喫煙をしないこと。

（５）会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。

ただし、事前に専門委員会の委員長（部会にあっては部会長。以下同じ。）が

認めた場合は、この限りではありません。

（６）配布した資料のうち、専門委員会の委員長が指定したものについては、書き込

み及び帯出をしないこと。

（７）その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと。

４ 会議の秩序の維持

（１）上記３の他、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。

御不明な点は、係員にお聞きください。

（２）傍聴される方が以上のことを守られない場合は、退場していただくことがあり

ます。

（３）会議中、会議の秩序維持ができなくなった場合及び緊急的に公開できない事項

を取り扱う必要が生じた場合は、会議を途中で非公開とする場合があります。







資料５－１ 

計画段階環境配慮書の概要と手続等 

 

事業者 乙訓環境衛生組合（管理者 前川 光） 

事業実施想定区域 乙訓郡大山崎町字下植野小字南牧方 32 

事業名称 乙訓環境衛生組合ごみ処理施設整備事業（仮称） 

事業の内容 一般廃棄物焼却施設の設置 

京都府環境影響評価条例施行規則 別表 ６（３） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項に規定する一般廃
棄物処理施設であって焼却により処理するもの(以下「一般廃棄物焼却
施設」という。)又は同法第 15 条第１項に規定する産業廃棄物処理施
設であって焼却により処理するもの(以下「産業廃棄物焼却施設」とい
う。)の設置の事業(処理能力が１時間当たり４トン以上であるものに
限る。) 
 

一般廃棄物の処理能力 123 トン／日（5.125 トン／時間） 

稼働開始年度（予定） 令和 15 年度 

計画段階関係地域 事業実施想定区域から半径 2.8km の範囲 

（含まれる市町村：京都市、向日市、長岡京市、八幡市、大山崎町、

久御山町） 

＊煙突排ガスの最大着地濃度出現予想距離の概ね 4倍 

事業計画案の概要 ○位置、施設規模の複数案は設定しない。 

○煙突高さ（59m 又は 78m） 

○煙突位置（施設北側又は施設南側） 

計画段階配慮事項 工事中 なし 

供用後 大気質 SO2、SS、NO2、HCl、水銀、ダイオキシン

類（施設の稼働） 

〈文献、予測式〉 

景観 主要な眺望点（煙突等） 

〈文献、現地踏査〉 

年月日（予定） 手続等 

令和７年 ８月８日 

     ８月25日 

     ～10月21日 

      11月７日 

     ～11月20日 

配慮書公告・縦覧（～9/8）、意見募集（～9/22） 

環境影響評価専門委員会（第１回） 

関係市町長意見 

環境影響評価専門委員会（第２回） 

知事意見送付 

 



住民等 事業者 京都府 関係市町

配慮書の作成・提出

配慮書の公表（HP掲載）

市町長意見

縦覧

乙訓環境衛生組合ごみ処理施設整備事業に係る

計画段階環境配慮書手続の流れ

R7.7.1

配慮書の

公告・縦覧
縦覧場所の提供依頼

縦覧場所の提供依頼

住民等からの

意見書の送付

意見書の提出

照会

回答

送付

送付

送付 知事意見

送付

R7.8.8

縦覧終了14日後
(R7.9.22)まで

R7.10.21まで

R7.9.30

R7.11.20まで

縦覧は

１か月後

(R7.9.8)まで

専門委員会
諮問

専門委員会

答申

R7.11.7

R7.8.25

資料５－２



























●説明を求めた事項
分類 内容

全般 一連の関連する事業の中での本事業の位置付け等を整理すること

全般 環境影響評価における現施設の解体工事の取扱いについて整理すること

全般 第１回専門委員会において説明を省略した環境要素について必要に応じ説明すること

大気質 現焼却施設の建設時に実施した風向・風速の調査結果（１週間）を提示すること

●各項目に対する意見
分類 内容

大気質 １年間程度の継続した風向・風速の観測を行った方がよいのではないか

大気質 塩化水素等の短期平均濃度予測を行った方がよいのではないか

大気質 PM2.5の評価を行った方がよいのではないか

地球温暖化 温室効果ガスについては、メタンの影響も検討した方がよいのではないか

騒音振動 自動車の走行による住宅への影響を検討した方がよいのではないか

騒音振動 近隣における住宅の建設予定を確認した方がよいのではないか

植物 施設に近接する植生を調査するとともに、⾧期的な影響の評価を行った方がよいのではないか

植物 調査に用いた文献が古く、地域に沿ったより具体的なデータを調査した方がよいのではないか

景観 より生活に密接した見え方の評価を行った方がよいのではないか

景観 夜間の景観について必要に応じて検討した方がよいのではないか

埋蔵文化財 既存施設の建設時における掘削規模を上回るのであれば、調査は必要なのではないか

前回委員会でのご意見等を受けた事業者確認事項一覧
資料６



















資料８ 
（案） 

 

令和７年 月 日  

 

 京都府知事 西脇 隆俊 様 

 

 

京都府環境影響評価専門委員会 

委員長 渡邉 紹裕 

 

 

乙訓環境衛生組合ごみ処理施設整備事業（仮称）に係る計画段階

環境配慮書について（答申） 

 

 

 令和７年８月25日付け７環管第216号で諮問のことについて、別紙のとおり答申しま

す。 

 



別紙 1 

 2 

本事業は、乙訓環境衛生組合（以下「組合」という。）の構成市町である向日市、長3 

岡京市及び大山崎町で発生する一般廃棄物を処理するため、老朽化した既存の焼却施設4 

に代わり、同施設隣接地において新たに焼却施設を整備するものである。 5 

組合では、令和７年３月に「ごみ処理施設整備基本計画」を策定し、本事業により設6 

置する施設の建設予定地及び規模を決定している。そのため、本配慮書では、工作物の7 

構造・配置（煙突位置及び高さ）の違いによる複数案を設定した上で、環境保全及び創8 

造のために配慮すべき事項の検討を行っている。 9 

今後の手続に当たっては、以下の点に留意するべきである。 10 

 11 

 12 

１ 全般的事項 13 

○ 方法書以降の手続においては、以下の個別事項に留意するとともに、最新の情報の14 

収集に努め、科学的知見に基づく十分かつ適切な調査、予測及び評価を行うこと。ま15 

た、事業の実施による環境への影響をできる限り回避又は低減するよう必要な環境保16 

全措置を検討すること。 17 

○ 現施設の解体工事による環境影響についても調査、予測及び評価を行い、必要な環18 

境保全措置を検討すること。 19 

○ 環境影響評価手続を進めるに当たっては、周辺住民等に対し丁寧な説明を行うなど、20 

十分な理解を得るよう努めること。 21 

 22 

 23 

２ 個別事項 24 

（１）大気質 25 

○ 施設の稼働による排出ガスの影響については、年平均値のみでなく、局地風等の気26 

象条件による短期的な影響も十分考慮すること。 27 

○ 調査、予測及び評価を行う項目の選定に当たっては、配慮書段階では選定していな28 

かった塩化水素やＰＭ２．５も含め必要な検討を行うこと。また、大気質の調査、予29 

測及び評価の方法については、その妥当性が確認できるよう、適切かつ分かりやすく30 

方法書に記載すること。 31 

 32 

（２）騒音・振動 33 

○ 工事用車両の走行による周辺住民等への影響についても十分な調査、予測及び評価34 

を行い、必要に応じて適切な配慮を検討すること。 35 

 36 



（３）動物・植物・生態系 37 

○ 実地調査等により現況を把握し、必要に応じて適切な配慮を検討すること。 38 

 39 

（４）景観 40 

○ 煙突及び建物の景観については、遠く離れた眺望点からの評価のみにとどまらず、41 

周辺からの日常的な景観も考慮の上、調査、予測及び評価を行うこと。 42 

 43 

（５）温室効果ガス等 44 

○ 排出量低減の検討は、関連する温室効果ガス削減計画も踏まえるとともに、関係車45 

両の走行や廃棄物焼却等の排出要因ごとに切り分けて排出量を算定した上で、できる46 

限り具体的に行うこと。 47 

 48 

（６）埋蔵文化財包蔵地 49 

○ 事業実施想定区域は長岡京跡に含まれるため、関係機関と協議の上、適切に対応す50 

ること。特に、過去に調査の行われていない深度までの掘削を行う場合には、埋蔵文51 

化財への影響について十分に留意すること。 52 
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項 目 委員・市町意見概要 委員意見への事業者回答要旨 委員会答申（案） 

全般的事項 
 
 
 
 
 

（委員意見） 
○大気質、騒音等の環境要素に対し、適切に調査、予測及び評価を

行うこと。 
 （※意見の詳細は以下の個別事項に記載） 
 

 
※各意見への回答は以下の個別事項に記

載 

 
○方法書以降の手続においては、以下の個別

事項に留意するとともに、最新の情報の収
集に努め、科学的知見に基づく十分かつ適
切な調査、予測及び評価を行うこと。また、
事業の実施による環境への影響をできる限
り回避又は低減するよう必要な環境保全措
置を検討すること。 

【京都市意見】 
○環境影響評価方法書以降の手続において、以下の事項（※京都市

意見書内個別事項）に留意のうえ、改めて各環境要素の京都市域
に対する影響について、十分な調査、予測及び評価を行い、必要
な環境保全対策を検討すること。 

 

 

【長岡京市意見】 
○計画段階環境配慮書に則した内容で進めること。環境影響評価の

項目並びに調査、予測及び評価の手法が適切に行われ、事業実施
による環境への負荷をできる限り回避・低減すること。 

 

【八幡市意見】 
○環境法令を遵守してください。また、苦情等が発生しないよう環

境の配慮に努めてください。 

 

 （委員意見） 
○現焼却施設の解体工事について、今回の環境影響評価における取

扱いを整理すること。 
 

 
○現焼却施設の解体工事についても環境

影響評価を実施する。 

 
○現施設の解体工事による環境影響について

も調査、予測及び評価を行い、必要な環境
保全措置を検討すること。 

 【京都市意見】 
○環境影響評価手続において、京都市に関連のある事項について

は、連絡を密に行うこと。 
 
○今後、環境影響評価手続を進める中で、京都市域に対する影響が

予測された場合には、影響を受けるおそれのある地域を対象とし
た説明会等を開催するなど、市民等に対して、十分な理解を得る
ために丁寧な説明を行うこと。 

 

  
○環境影響評価手続を進めるに当たっては、

周辺住民等に対し丁寧な説明を行うなど、
十分な理解を得るよう努めること。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（参考）委員意見、関係市町等意見、確認事項まとめ 資料９ 
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項 目 委員・市町意見概要 事業者等回答要旨 委員会答申（案） 

大気質 （委員意見） 
○大気質のシミュレーションで乙訓消防本部の風向・風速のデータ

を利用しているが、事業実施想定区域の状況とは異なる可能性が
ある。現地において１年間程度の継続した風向・風速の観測を行
った方がよいのではないか。 

 
○塩化水素等の短期平均濃度予測を行った方がよいのではないか。 
 
○PM2.5 についても評価を行った方がよいのではないか。 
 

 
○現地で１年間の気象測定（風向・風速、

気温、湿度、日射量、放射収支量）及び
４季１週間の上層気象測定の観測を実
施する予定である。 

 
○配慮書段階では現地での詳細な気象条

件や建設する建屋高さ等の短期予測に
必要な諸元が未定のため、長期平均濃度
予測の対象となる物質について評価を
行った。短期平均濃度予測については方
法書以降の段階で検討する。 

 
○施設の稼働による排出ガスの影響について

は、年平均値のみでなく、局地風等の気象
条件による短期的な影響も十分考慮するこ
と。 

 
○調査、予測及び評価を行う項目の選定に当

たっては、配慮書段階では選定していなか
った塩化水素やＰＭ２．５も含め必要な検
討を行うこと。また、大気質の調査、予測
及び評価の方法については、その妥当性が
確認できるよう、適切かつ分かりやすく方
法書に記載すること。 

 【京都市意見】 
○大気質への影響について、環境影響評価方法書に調査、予測及び

評価方法を、その根拠も含めて、正確かつ分かりやすく記載する
こと。 

 

【長岡京市意見】 
○大気質について、長岡京市域を含む周辺地域において、排ガス中

に含まれる大気汚染物質による影響を最小限のものとなるよう
計画すること。 

 （再掲・全般的事項） 
○方法書以降の手続においては、以下の個別

事項に留意するとともに、最新の情報の収
集に努め、科学的知見に基づく十分かつ適
切な調査、予測及び評価を行うこと。また、
事業の実施による環境への影響をできる限
り回避又は低減するよう必要な環境保全措
置を検討すること。 

水質 
 

【長岡京市意見】 
○水質について、処理水等の排出や工事中の濁水の影響を最小限の

ものになるよう計画すること。 

 

騒音・振動 （委員意見） 
○京都市道淀 146 号線と住宅との距離が近いため、工事用車両の

走行による影響を検討した方がよいのではないか。また、沿道に
新たに住宅が建てられる予定があるかどうか確認した方がよい
のではないか。 

 
○車両走行による周辺住宅への影響はあ

ると考えており、方法書以降の段階で検
討する。 

 

 
○工事用車両の走行による周辺住民等への影

響についても十分な調査、予測及び評価を
行い、必要に応じて適切な配慮を検討する
こと。 

【京都市意見】 
○工事用車両の通行による地元住民の生活環境への影響について

も、十分な調査、予測及び評価を行い、適切な配慮を検討するこ
と。 
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項 目 委員・市町意見概要 事業者等回答要旨 委員会答申（案） 

動物・植物
・生態系 
 

（委員意見） 
○事業実施想定区域に近接する植生の調査（ヤナギ高木群落、ヨシ

群落）や植物への長期的な影響の評価を行った方がよいのではな
いか。 

 
○植物の調査は、地域に沿った、より具体的なデータを根拠にした

方がよいのではないか。 

 
○長期的な影響については評価が難しい

と考えるが、過去の操業やその他の事例
等から調査を検討する予定。 

 
○方法書以降の段階において、具体的で地

域に沿ったデータでの調査や現地調査を
実施したいと考えている。 

 

 
○実地調査等により現況を把握し、必要に応

じて適切な配慮を検討すること。 

（文化財保護課意見） 
○計画段階関係地域には、国指定天然記念物アユモドキ及びイタセ

ンパラ、府登録天然記念物ギフチョウ及びハッチョウトンボの生
息が確認されています。事業の実施にあたって、本種の保存に影
響を及ぼす行為を行う場合には、文化財保護法又は京都府文化財
保護条例に基づく申請等が必要となります。 

 

景観 （委員意見） 
○遠方からの眺望のみを考慮するのではなく、住宅街からの景観

等、より生活に密接した見え方の評価も行った方がよいのではな
いか。 

 
○鉄道やサイクリングロード等からの見え方についても評価を行

った方がよいのではないか。 
 
○夜間の景観についても必要に応じて検討した方がよいのではな

いか。 

 
○煙突の位置や見え方については、近隣の

住宅からだけでなく、サイクリングロー
ドや鉄道の車窓からの人目に付きやす
い場所からの景観について、方法書以降
の段階で検討する。 

 
 
○航空障害灯の設置が必要になる場合に

は、夜間の景観が変化するので検討す
る。 

 
○煙突及び建物の景観については、遠く離れ

た眺望点からの評価のみにとどまらず、周
辺からの日常的な景観も考慮の上、調査、
予測及び評価を行うこと。 

 

温室効果ガ
ス等 

（委員意見） 
○二酸化炭素の影響のみでなく、メタンについても評価を行った方

がよいのではないか。 

 
○方法書以降の段階で検討する。 

 
○排出量低減の検討は、関連する温室効果ガ

ス削減計画も踏まえるとともに、関係車両
の走行や廃棄物焼却等の排出要因ごとに切
り分けて排出量を算定した上で、できる限
り具体的に行うこと。 

【京都市意見】 
○温室効果ガスについて、工事中及び施設供用時の運行車両・建設

機械、廃棄物焼却、排ガス処理、ごみ焼却灰処理等、システム境
界を明確にしたうえで各々の排出量を算定するとともに、２０５
０年カーボンニュートラルの実現に向けて、熱回収や廃棄物発電
等の環境保全措置についても検討すること。 

 

【長岡京市意見】 
○施設の詳細設計時には、設備の省エネルギー化や再生可能エネル

ギーの利用など、温室効果ガス排出抑制を図ること。 
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項 目 委員・市町意見概要 事業者等回答要旨 委員会答申（案） 

埋蔵文化財
包蔵地 

（委員意見） 
○既存施設の建設時に埋蔵文化財が確認されなかったとのことだ

が、既存の調査規模を上回るならば、調査は必要なのではないか。 
 
 

 
○新たに掘削する場所に埋蔵文化財が包

蔵されている可能性は否定できない。 
 
○方法書以降の手続きにおいて検討する

こととし、文献その他の資料及び現地調
査による情報の収集並びに当該情報の
整理及び解析を実施し、必要に応じ教育
委員会、学識経験者等の指導・助言を受
けて調査を進める。 

 
○事業実施想定区域は長岡京跡に含まれるた

め、関係機関と協議の上、適切に対応する
こと。特に、過去に調査の行われていない
深度までの掘削を行う場合には、埋蔵文化
財への影響について十分に留意すること。 

（文化財保護課意見） 
○当該事業実施想定区域には、周知の埋蔵文化財包蔵地である長岡

京跡が所在します。事業の実施にあたっては、当該文化財の取扱
いについて京都府教育委員会及び大山崎町教育委員会と十分な
協議を行ってください。なお、当該事業の実施に伴い工事中に新
たに埋蔵文化財等が発見された場合には、直ちに京都府教育委員
会及び大山崎町教育委員会と協議してください。 

 

 


